
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHI では、兼業について、従来から就業規

則上認めていたものの、積極的に活用せず、

実績もあまりなかった。しかし近年、自律的

なキャリア形成や多様な働き方が注目され

ていると考え、社内外でのキャリア形成・ 

開発機会の拡大につながる施策の一つと 

して兼業に着目し、「セカンドジョブ制度」

という名称で、2021 年 1 月から積極的な

活用に舵を切った。 

同社は、兼業の目的を大きく３つに分類

している。第一は、「セカンドキャリア形成」

で、主に中堅・シニア層をターゲットとして

従来から既に取り組んでいたものである。

これに、全従業員を対象に「社外での多様な

経験を通じた人材育成・ダイバーシティ推

進」、「多様な働き方への対応」という二つの

目的を新たに加え、2021 年１月から「セカ

ンドジョブ制度」としてスタートした。２つ

の新規の兼業、とくに前者の活用を通して、

社外でさまざまな経験を積みネットワーク

や知識を広げたり、専門性を高め、自社の業

務に役立ててもらうことを期待している。

 

図表１：セカンドジョブ制度のポイント 

 継続 新規 

目的 セカンドキャリア形成 
社外での多様な経験を通じた 
人材育成・ダイバーシティ推進 

多様な働き方への対応 

対象者 
（想定） 

主に中堅・シニア層 全従業員 

業務内容 
（想定） 

経験・資格を活かした 
他社勤務、受託業務 
(ﾌﾘｰﾗﾝｽ)、起業等 

他社の役員・従業員、 
受託業務(ﾌﾘｰﾗﾝｽ)、大学講師等 

アルバイト・パート、 
受託業務(ﾌﾘｰﾗﾝｽ)等 

効果 キャリアシフト支援 
自律的なキャリア形成の促進 
新たな知識・スキル獲得 
組織活性化 

本人の副収入 

出典：同社提供資料をもとに経団連事務局が作成 
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１. セカンドジョブ制度（兼業）の背景と目的 
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（１）運用・労務管理上の取扱い 

期間従業員・パート従業員も含めた全従

業員を対象としている。兼業先の雇用形態

について特に制限しておらず、受託業務の

ほか、他社で雇用されることも認めている。

実際に、他社に雇用される形態で兼業する

者もいる。 

兼業先の就業時間帯についても制限は設

けていない。同社における所定就業時間「内」

の兼業も可能であるが、所定就業時間内に

兼業する場合は、その時間分の賃金を控除・

調整する。フレックスタイム制度の対象者

については、所定労働時間の総枠に達しな

かった分を控除・調整する。なお、本業であ

る同社での週 20 時間以上の就労は必須と

している。 

 

図表２：労務管理上の取扱い 

  

事業内容 ：資源・エネルギー、社会インフラ、産業機械、 

航空・宇宙事業 

従業員数 ：7,796名（2020年３月末時点） 

２. 制度の概要・運用 

出典：同社提供資料より抜粋 
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（２）制限事項と申請フロー

以下の４点に抵触する恐れがある場合は、

兼業に制限をかけることがあるとしている。

具体的には、①自社の勤務に支障が及ぶ 

②業務上の秘密が漏洩する③競業により会

社の利益が害される④会社の名誉や信用を

損なう、ステークホルダーとの信頼関係を

損なう――である。 

これらの観点について問題ないかを「届

出書」によって事前に所属部門、人事部門が

確認をしている。兼業開始に至るまでの申

請フローは図表３のとおりである。

 

図表３：兼業届出書 申請フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）兼業者の上司へのメッセージング 

制度導入時、人事部門は全ての組織長に

対して「上司の皆さんに留意いただきたい

こと」（図表４参照）を丁寧に伝えた。また、

部下が兼業の申請をしてきた際に、改めて

これらの留意点について上司へ周知徹底 

している。これは、兼業者の上司に対して、

「兼業は会社のためになる」ものであり、

「兼業に後ろ向きな態度や言動を示さず、

最大限に兼業者の意向を尊重してほしい」

というメッセージを込めている。

  

届出書の以下の項目について本人が記入し、事前申請を行う 

（電子メール申請も可能） 

⮚兼業先・業務内容 

⮚兼業先の勤務形態等の法定確認事項 

⮚制限事項に関する誓約書、その他 

事前申請 本人 

所属 
部門 

内容確認 
所属部門・人事部門で業務内容や制限事項への抵触の可能性 

について確認 

※場合によっては人事部門が法務部門と連携 
人事 
部門 

各種調整 

⮚所定就業時間内で兼業を行う場合、あらかじめ短縮した会社の所定就業 

時間を決定（その際、原則として賃金・一時金の支給調整） 
 

⮚他社雇用による兼業では、あらかじめ兼業先での月間労働時間の上限を 

設定 

 兼業開始 
本人: 適宜、FAQを参考にしながら実施 
上司:「上司の皆さんに留意いただきたいこと」を参考に管理・運用 
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図表４：兼業者の上司への周知内容 

 

 

 

 

 

 2021 年 8 月現在、延べ 70 名以上が兼業を行っている。兼業者の傾向としては、若い   

世代から中堅、ベテラン層まで幅広く、管理職の兼業も広がりを見せつつある。部門別では、

技術部門に所属する従業員が兼業するケースが多いという。兼業の積極的な活用に舵を切っ

たことに対して、従業員の多くから好意的な評価を得ている。 

 同社の人事部門は、兼業の目的の一つであるダイバーシティには、性別や国籍だけでなく、

経験等も含まれると考えている。このため、兼業の他にも、自ら手を挙げて他の部門の仕事

や新たなプロジェクトを担う「社内副業」や、自らの意思で異動（グループ会社への出向を

含む）する「社内公募制」の取り組みもあわせて行っている。多様な働き方を推進し、従業員

の成長とイノベーション創出を促す取り組みを、今後も推進していく考えである。 

 

 

 

３. 実績と効果 

出典：同社提供資料より抜粋 
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